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産
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廃
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〈
総
論
〉

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
つ
い
て

昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
六
日
厚
生
省
環
七
八
四
号

(
厚
生
事
務
次
官
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
つ
い
て

昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
六
日
環
整
四
三
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
運
用

に
伴
う
留
意
事
項
に
っ
い
て

昭
和
四
六
年
一
〇
月
二
五
日
環
整
四
五
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
環
境
整
備
課
長
通
知

(
本

節
2
1

参

照
)

(
本

節
2
1

参

照
)

(
本

節
2
1

参

照
)

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
三
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
廃
棄

物

の
収

集
、
運
搬
及
び
処
分
の
基
準
の
施
行
に
つ
い
て

昭
和
四
六
年
一
二
月
二
五
日
環
水
企
八
四
号
.
厚
生

省
環
八
九
四
号

環
境
事
務
次
官
・
厚
生
事
務
次
官
通
知

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
に

お
け
る
当
面
対
処
す
べ
き
問
題
点
に
つ
い
て

昭
和
四
八
年
三
月
二
三
日
環
整
一
四
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
環
境
整
備
課
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

昭
和
四
九
年
こ
一
月
三
日
環
整
一
一
九
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

及
び
海
洋
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
の
施
行
等
に
つ
い
て

昭
和
五
一
年
三
月
一
七
日
環
水
企
三
八
号
・
環
整
一

八
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
長
・
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道

環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

昭
和
五
二
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
環
一
九
六
号

(
厚
生
事
務
次
官
依
命
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

昭
和
五
二
年
三
月
二
六
日
環
計
三
六
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

(
本

節
2
1

参

照
)

(
本

節
2

③

参

照
)

三

八

〇

一

(
本

節
2
1

参

照
)

(
本

節
2
1

参

照
)

(
本

節
2
1

参

照
)



・
廃
棄

物
の

処
理
及

び
清
掃

に
関

す

る
法

律
の
一

部

改
正

に

つ
い
て

昭
和

五

二
年
三
月

二

六
日
環

計
三
七

号
.

(
厚

生
省
環

境
衛
生

局
水

道
環

境
部
計
画

課
長
通

知
ヽ

・
廃
棄

物

の
処
理

及

び
清

掃

に
関

す

る
法

律
施
行

令

第

三
条
及

び
第

六
条

に
規
定

す

る
廃
棄

物

の
処
分

の
基
準
等

の
改
正

に
つ

い
て

昭
和

五
二
年

三
月

二
六
日
環

水
企

四
五
号
.

(
環
境
庁

水
質

保
全
局

長
通
知

｀

・

一
般
廃

棄
物

の
最
終

処
分
場

及

び
産
業
廃
棄

物

の

最

終

処
分
場

に
係

る
技
術
上

の
基

準

を
定

め

る
命

令

の
運

用

に
伴

う
留

意
事
項

に
つ
い

て

昭
和
五
三
年
二
月
四
日
環
水
企
一
六
号
.
環
産
四

号
・
環
整
一
七
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
企
画
課
長
・
厚
生
省
環
境
衛

生
局
水
道
環
境
部
参
事
官
・
環
境
整
備
課
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

昭
和
五
三
年
八
月
一
二

日
環
整
九
〇
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
等
に
っ
い
て

昭
和
五
五
年
一
一
月
一
〇
日
環
整
一
四
九
号
・
環
産

四
五
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
.

産
業
廃
棄
物
対
策
室
長
通
知

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

昭
和
五
八
年
四
月
二
八
日
環
整
七
三
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
っ
い
て

平
成
元
年
九
月
一
八
日
衛
産
三
四
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

平
成
元
年
九
月
一
八
日
衛
産
三
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

(
平
成
二
年
七
月
五
日
衛
産
四
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
収
集
.
運
搬
、
処
分
等
の

基
準
並
び
に
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
施
行
令
に
規
定
す
る
埋
立
場
所
等
に

排
出
す
る
廃
棄
物
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
及

び
海
域
に
お
い
て
焼
却
す
る
油
.
有
害
液
体
物
質

等
又
は
廃
棄
物
の
焼
却
海
域
及
び
焼
却
方
法
に
関

す
る
基
準
の
改
正
に
つ
い
て

平
成
六
年
二
月
二
一
日
環
水
企
二
八
号
・
衛
環
五
三

号環
境
庁
水
質
保
全
局
長
・
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道

環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
九
条
第
三
号
及
び
第
十
条
の
三
第
三
号
等
に

基
づ
く
産
業
廃
棄
物
等
の
指
定
制
度
に
つ
い
て

平
成
六
年
四
月
一
日
衛
産
四
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知



.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

平
成
七
年
三
月
三
一
日
衛
産
四
〇
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
等
の
運
用
に
つ
い
て

平
成
七
年
三
月
三
一
日
衛
産
四
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

〈
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
〉

・
産
業
廃
棄
物
の
処
理
対
策
の
推
進
に
つ
い
て

昭
和
五
〇
年
九
月
コ

ー日
環
整
七
五
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
産
業
廃
棄
物
処
理
対
策
の
強
化
に
つ
い
て

平
成
二
年
四
月
二
六
日
衛
産
三
一
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

.
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
に
つ
い
て

昭
和
五
〇
年
五
月
二
日
環
整
四
〇
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施

に
つ
い
て

昭
和
六
三
年
一
月
一
四
日
衛
産
六
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

.
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
理
業
者
に
係
る
許
可
番
号
取
扱
要
領
に
つ
い

て平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
衛
環
二
I
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

*
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
処
理
業
者
に
係
る
許
可
番
号
取
扱
要
領
:
…

・
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
に
お
け
る
特
別
管
理

産
業
廃
棄
物
管
理
票
制
度
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
五
年
三
月
コ

ー日
衛
産
二
六
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
産
業

廃
棄
物
対
策
室
長
通
知

・
エ
コ
セ
メ
ン
ト
製
造
等
の
廃
棄
物
再
生
処
理
に
係

る
事
業
に
関
す
る
許
可
手
続
に
つ
い
て

平
成
コ

ー年
三
月
三
一
日
衛
環
三
八
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

〈
管
理
票
〉

.
産
業
廃
棄
物
管
理
票
制
度
の
運
用
に
つ
い
て

平
成
一
三
年
三
月
二
三
日
環
廃
産
一
一
六
号

環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
.
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
産

業
廃
棄
物
課
長
通
知

〈
業
者
の
指
定
等
〉

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
九
条
第
二
号
及
び
第
十
条
の
三
第
二
号
に
基

づ
く
再
生
利
用
業
者
の
指
定
制
度
に
つ
い
て

『
平
成
六
年
四
月
一
日
衛
産
四
二
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

*
再
生
利
用
個
別
指
定
業
者
に
関
す
る
準
則



〈
廃
棄
物
処
理
施
設
〉

・
終
末
処
理
場
に
お
け
る
く
み
取
し
尿
の
処
理
に
つ

い
て

昭
和
四
七
年
八
月
七
日
環
整
発
三
八
号
.
建
設
省
都

下
事
発
三
二
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
長
・
建
設
省
都
市
局
長
通
知

.
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て

昭
和
四
七
年
コ
一
月
八
日
建
設
省
住
街
発
九
〇
号

(
建
設
省
住
宅
局
市
街
地
建
築
課
長
通
知

・
産
業
廃
棄
物
の
保
管
行
為
に
係
る
事
務
処
理
に
つ

い
て

昭
和
六
〇
年
七
月
二
六
日
衛
産
四
二
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

本
節
2
0

〈
産
業
廳

棄

物
関

係
〉
参
照

.
産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
を
船
舶
に
お
い
て
行
う

場
合
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
運
用
に
つ
い
て

.昭
和
五
三
年
六
月
七
日
環
産
一
八
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
参
事
官
(
産
業
廃

棄
物
対
策
室
)
通
知

.
移
動
可
能
な
中
間
処
理
施
設
に
よ
つ
て
産
業
廃
棄

物
の
中
間
処
理
を
行
う
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

.昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
環
産
二
三
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
参
事
官
(
産
業
廃

棄
物
対
策
室
)
通
知

・
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
対
す
る
固
定
資
.

税
非
課
税
に
つ
い
て

昭
和
五
五
年
五
月
一
日
環
産
一
〇
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

・
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
跡
地
の
管
理
等
に
つ
い
て

平
成
元
年
一
一
月
三
〇
日
環
水
企
三
一
〇
号
.
衛
環

一
八
三
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
長
.
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道

環
境
部
長
通
知

・

租

税

特

別

措

置

法

に

基

づ

く

廃

棄

物

の

最

終

処

分

場

に

係

る

特

定

災

害

防

止

準

備

金

制

度

に

つ

い

て

.平
成
三
年
七
月
一
五
日
衛
環
一
七
六
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
廃
棄
物

処

理
施

設
整

備
計
画

の

推
進

に
つ

い
て

平

成
三

年

コ

ー月

一
一

日
衛

計
一

七
六
号

(
厚

生
省

生
活

衛
生

局
水

道
環

境
部
長

通
知

・
廃
棄

物

処
理

セ

ン
タ

ー
の
指

定
申

請
等

に
係

る
手

続

に
つ

い
て平

成

五
年

一
月
一

一
日

衛
環

三
号

(
厚

生
省

生
活

衛
生

局
水

道
環

境
部

長
通
知

*
廃
棄

物

処
理

セ
ン

タ
ー
指
定
要

綱
…

…
…

…
…

……
・

廃
棄

物

処
理

セ

ン
タ

ー
の
指
定
申

請
等

に
係

る
留

意

事
項

に
つ

い
て

(
第

三
節
2

②
参

照
)

平
成
五
年
三
月
三
一
日
衛
環
一
一
二
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

〈
廃
棄
物
処
理
施
設
の
環
境
保
全
対
策
〉

・
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
水
質
規
制
に
つ
い

て
昭
和
五
六
年
コ

ー月
二
八
日
環
産
五
九
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知



〈
P
C
B
等
の
処
理
対
策
〉

・
P
C
B

の
排
出
等
に
か
か
る
暫
定
的
指
導
指
針
の

設
定
に
つ
い
て

(
昭
和
四
七
年
七
月
一
七
日
環
水
規
五
三
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
長
通
知

*
P
C
B
の
排
出
等
に
か
か
る
暫
定
的
指
導
指
針
:
…

.
P
C
B
等
を
焼
却
処
分
す
る
場
合
に
お
け
る
排
ガ

ス
中
の
P
C
B

の
暫
定
排
出
許
容
限
界
に
つ
い
て

(
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
二
日
環
大
規
一
四
一
号

環
境
庁
大
気
保
全
局
長
通
知

・
P
C
B

使
用
部
品
を
含
む
廃
棄
家
電
製
品
の
処
理

に
つ
い
て

(
昭
和
四
八
年
八
月
四
日
環
整
六
一
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
環
境
整
備
課
長
通
知

・
P
C
B

を
含
む
廃
棄
物
の
処
理
対
策
に
つ
い
て

昭
和
五
一
年
三
月
一
七
日
環
整
一
九
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
P
C
B
入
り
廃
感
圧
複
写
紙
等
の
保
管
管
理
に
つ

い
て
.昭

和
六
一
年
三
月
二
七
日
衛
産
八
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

*
P
C
B
入
り
廃
感
圧
紙
(
旧
ノ
ー
カ
ー
ボ
ン
紙
)

の
保
管
状
況
調
査
実
施
要
領
…
…
…

〈
有
害
汚
で
い
〉

.
有
害
汚
で
い
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
形
化
処
理
に
関

す
る
基
準
に
つ
い
て

昭
和
五
一
年
五
月
二
八
日
環
水
企
八
二
号

(
環
境
庁
水
質
保
全
局
企
画
課
長
通
知

・
有
害
汚
で
い
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
形
化
処
理
に
関

す
る
基
準
に
つ
い
て

昭
和
五
一
年
八
月
一
六
日
環
水
企
一
二
四
号

(
環
境
庁
水
質
保
全
局
企
画
課
長
通
知

〈
医
療
廃
棄
物
〉

・
医
療
関
係
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つ
い
て

昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
衛
環
一
二
七
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

.
医
療
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つ
い
て

平
成
元
年
一
一
月
一
三
日
衛
環
一
七
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
感
染
性
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つ
い
て

平
成
四
年
八
月
一
三
日
衛
環
二
三
四
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

*
感
染
性
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す

る
方
策
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

*
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
感
染
性
廃
棄
物
処
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

.
感
染
性
廃
棄
物
の
処
理
方
法
に
つ
い
て

平
成
一
〇
年
一
二
月
九
日
衛
環
九
七
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
医
療
機
関
の
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

平
成
一
〇
年
六
月
二
四
日
総
一
五
号

(
厚
生
省
健
康
政
策
局
総
務
課
長
通
知



〈
建
設
廃
棄
物
〉

・
建
設
・
解
体
工
事
に
伴
う
ア
ス
ベ
ス
ト
廃
棄
物
処

理
に
関
す
る
技
術
指
針
・
同
解
説
の
送
付
に
っ
い

て
昭
和
六
三
年
七
月
二
二
日
衛
産
四
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

*
建
設
・
解
体
工
事
に
伴
う
ア
ス
ベ
ス
ト
廃
棄
物

処
理
に
関
す
る
技
術
指
針
・
同
解
説
…
…
…
…
…
…
・

・
建
設
工
事
等
か
ら
生
ず
る
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に

つ
い
て

平
成
一
一
年
三
月
二
三
日
衛
産
二
〇
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

*
建
設
廃
棄
物
処
理
指
針
…
…
…
…
…
…
…
…
……

.
建
設
工
事
か
ら
生
じ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係

る
留
意
事
項
に
つ
い
て

.平
成
六
年
八
月
=
二

日
衛
産
八
二
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

・
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ

た
根
株
、
伐
採
木
及
び
末
木
枝
条
の
取
扱
に
つ
い

て平
成
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
衛
産
八
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

根
株
等
の
利
用
に
つ
い
て

〈
漁
業
系
廃
棄
物
〉

.
漁
業
系
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

平
成
三
年
一
二
月
二
六
日
衛
産
七
四
号

(
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

*
漁
業
系
廃
棄
物
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
…
…
…
…
…
…

〈
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト
〉

.
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
処
理
さ
れ
る
自
動
車
及
び
電
気
機

械
器
具
の
事
前
選
別
に
つ
い
て

平
成
七
年
六
月
二
七
日
衛
産
五
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

*
シ
ュ
レ

ッ
ダ

ー
処

理

さ
れ

る
自

動
車

及
び
電

気

機

械

器
具

の
事
前

選
別

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
…



〈
ア
ス
ベ
ス
ト
(
石
綿
)
廃
棄
物
の
処
理
〉

・
ア
ス
ベ
ス
ト
(
石
綿
)
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
六
日
環
水
企
三
一
七
号
.
衛

産
三
四
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
長
・
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道

環
境
部
長
通
知

・
ア
ス
ベ
ス
ト
(
石
綿
)
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

.昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
六
日
衛
産
三
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

〈
埋
立
地
〉

.
埋
立
地
と
し
て
の
廃
坑
の
使
用
に
つ
い
て

昭
和
四
九
年
一
月
二
二
日
環
整
一
〇
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
環
境
整
備
課
長
通
知

・
水
面
埋
立
地
の
指
定
に
つ
い
て

昭
和
五
四
年
一
〇
月
一
五
日
環
水
企
二
一
一
号
.
環

整
一
一
九
号

環
境
庁
水
質
保
全
局
企
画
課
長
.
厚
生
省
環
境
衛
生

局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通
知

〈
検
査
・
試
験
等
〉

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
指
定
に
つ
い

て

昭
和
五
三
年
一
二
月
四
日
環
整
一
四
六
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
検
査
方
法
に

つ
い
て

昭
和
五
四
年
三
月
一
〇
日
環
整
二
六
号

(
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
検
査
に
お
け

る
機
能
検
査
の
検
査
方
法
に
つ
い
て

昭
和
五
四
年
八
月
六
日
環
整
八
九
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
検

査
の
検
査
票
及
び
検
査
結
果
の
判
定
に
つ
い
て

昭
和
五
四
年
八
月
三
〇
日
環
整
一
〇
三
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
衛
生

用
品
等
の
試
験
等
に
つ
い
て

.昭
和
五
五
年
四
月
一
七
日
環
整
五
七
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知*
生
理
処
理
用
品
水
洗
性
試
験
法
…
…
…
…
…
…
…
…

.
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
検
査
に
係
る

手
数
料
の
変
更
申
請
に
つ
い
て

昭
和
五
六
年
一
一
月
二
七
日
環
整
一
六
〇
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知



・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
条
の
二
第
三
項
第
二
十
号
の
検
査
に
お
け

る
機
能
検
査
の
検
査
方
法
、
検
査
票
及
び
検
査
結

果
の
判
定
に
つ
い
て

昭
和
五
七
年
六
月
一
〇
日
環
整
九
一
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
立
入
検
査
及
び
指
導
の
強

化
に
つ
い
て

平
成
二
年
四
月
二
四
日
衛
産
三
〇
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

〈
産
業
廃
棄
物
処
理
業
界
関
係
〉

.
ブ
ロ
ッ
夕
会
議
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

.昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
八
日
衛
環
コ

ー四
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
産
業
廃
棄
物
処
理
業
界
の
組
織
化
の
推
進
に
つ
い

て
昭
和
六
〇
年
七
月
三
〇
日
衛
産
四
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

〈
そ
の
他
〉

・
油
分
を
含
む
で
い
状
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て

.昭
和
五

一
年

一
一
月

一

八
日

環
水

企
一

八
一

号
・
環

産

一
七

号

環

境
庁

水
質

保
全
局
企

画

課
長
.

厚
生

省
環

境
衛

生

局

水
道

環
境
部

参
事

官
(

産
業
廃

棄
物

担
当
)

通

知

・
廃
有
害
液
体
物
質
等
の
陸
上
処
理
に
つ
い
て

.昭
和
六
一
年
一
二
月
二
五
日
衛
産
六
二
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知

.
船
舶
内
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
の
陸
上
処
理
に

つ
い
て

.昭
和
六
三
年
一
一
月
一
四
日
衛
環
一
四
六
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
野
積
み
さ
れ
た
使
用
済
み
タ
イ
ヤ
の
適
正
処
理
に

つ
い
て

.平
成
一
二
年
七
月
二
四
日
衛
環
六
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
野
積
み
さ
れ
た
使
用
済
み
タ
イ
ヤ
の
適
正
処
理
に

つ
い
て

平
成
一
二
年
七
月
二
四
日
衛
産
九
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
産
業

廃
棄
物
対
策
室
長
通
知

5

労
働
安
全
衛
生
関
係

.
廃
棄
物
処
理
事
業
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
対
策

の
充
実
に
つ
い
て

昭
和
五
七
年
八
月
二
六
日
環
整
一
二
三
号

厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
廃
棄
物
処
理
事
業
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
対
策

の
充
実
に
つ
い
て

昭
和
六
〇
年
一
二
月
九
日
衛
環
一
七
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知



・
廃
棄
物
収
集
運
搬
作
業
時
に
お
け
る
労
働
安
全
衛

生
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て

昭
和
六
一
年
二
月
二
六
日
衛
環
三
九
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知*
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
落
下
防
止
等
に
つ
い
て
…
…
…
…

・
ご
み
収
集
運
搬
車
両
に
関
す
る
事
故
防
止
対
策
の

充
実
に
つ
い
て

昭
和
六
二
年
二
月
一
三
日
衛
環
一
七
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知*
機
械
式
ご
み
収
集
車
に
係
る
安
全
管
理
要
綱
.
:

*
機
械
式
ご
み
収
集
車
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止

対
策
の
強
化
に
つ
い
て
(
基
発
六
〇
号
の
二
)

*
機
械
式
ご
み
収
集
車
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止

対
策
の
強
化
に
つ
い
て
(
基
発
六
〇
号
の
三
)

廃
棄
物
処
理
事
業
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
対
策

の
強
化
に
つ
い
て

平
成
五
年
三
月
二
日
衛
環
五
六
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知*
清
掃
事
業
に
お
け
る
労
働
災
害
の
防
止
に
つ
い

て

平
成
五
年
三
月
二
日
基
発
コ
一
三
号

(
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
知

・
廃
棄
物
処
理
事
業
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
対
策

の
徹
底
に
つ
い
て

平
成
五
年
六
月
二
九
日
衛
環
一
七
九
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

6

そ
の
他

「
環
境
美
化
行
動
の
日
」
の
設
定
に
つ
い
て

平
成
四
年
四
月
二
四
日
環
境
総
一
三
四
号
.
厚
生
省

生
衛
四
九
四
号

.環
境
事
務
次
官
.
厚
生
事
務
次
官
通
知

*
「
環
境
美
化
行
動
の
日
」
の
設
定
に
つ
い
て

「
環
境
美
化
行
動
の
日
」
の
設
定
に
つ
い
て

平
成
四
年
四
月
二
四
日
環
境
総
一
三
五
号
・
衛
環
一

二
四
号

環
境
庁
長
官
官
房
総
務
課
長
・
厚
生
省
生
活
衛
生
局

水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通
知

*

「

環

境

美

化

行

動

の

日

」

実

施

マ

ニ

ュ

ア

ル
:

…

ご

み

減

量

化

に

関

す

る

啓

発

活

動

の

推

進

に

つ

い

て『
平
成
四
年
四
月
二
七
日
環
衛
一
三
〇
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
ご
み
処
理
の
広
域
化
計
画
に
つ
い
て

平
成
九
年
五
月
二
八
日
衛
環
一
七
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

第

二
節
(

欠
)



第

三
節

廃

棄

物

処
理

施
設

1

法
令

○
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法

(
昭
和
四
七
年
六
月
二
三
日
法
律
九
五
号
)

O
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律

(
平
成
四
年
五
月
二
七
日
法
律
六
二
号
)

○
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(
平
成
四
年
九
月
二
四
日
政
令
三
〇
四
号
)

○
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(
平
成
四
年
九
月
二
四
日
厚
生
省
令
五
四
号
)

O
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
施
設
の
整
備
に
関
す
る
基
本
指
針

平
成
四
年
一
一
月
一
七
日
厚
生
.
農
林
水
産
・
通
商

産
業
・
運
輸
.
建
設
.
自
治
省
告
示
一
号
)

○
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興
財
団
を
指
定

(
平
成
五
年
一
月
一
二
日
厚
生
省
告
示
三
号
)

2

通

知

1

施

行
等

・
廃
棄
物

処
理

施
設

整
備

緊
急

措
置

法
の

一
部
改
正

に

つ
い
て

昭
和

六
一
年

五
月

二
日

衛
計

六
二
号

(
厚

生
省

生
活

衛
生

局
水

道
環

境
部
長

通
知
)

②

廃
棄

物
処

理
施
設

整

備
計
画

・
廃
棄

物

処
理
施

設
整

備
計
画

の

推
進

に
つ

い
て

平
成

九
年

一
月

二
〇
日

衛
計

五
号
)

(
厚
生

省
生
活

衛

生
局
水

道
環

境
部

長
通
知

*
廃

棄
物

処
理

施
設

整
備

計
画

に
つ

い
て

(
平

成

八
年

一
二
月

一

三
日
閣

議
決
定
)

・

産
業
廃

棄
物

の
処

理

に
係

る
特

定
施

設

の
整
備

事

業
の
用

に
供

す

る
た

め
に
、
土

地
等

が

地
方
公

共

団
体

又

は
特

定

の
第
三

セ
ク

タ
ー
に
買

い
取

ら

れ

る
場

合

の
譲

渡
所

得

の
特
別

控
除

に
つ

い
て

平
成
六
年
五
月
九
日
衛
産
五
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策

室
長
通
知



第
四
節

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制

1

法
令

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律

(
平
成
四
年
一
二
月
一
六
日
法
律
一
〇
八
号

○
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
施
行
令

(
平
成
五
年
九
月
三
日
政
令
二
八
二
号

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

平
成
五
年
一
〇
月
七
日
総
理
府
・
厚
生
・
通
商
産
業

省
令
一
号

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
物

平
成
一
〇
年
一
一
月
六
日
環
境
庁
・
厚
生
.
通
商
産

業
省
告
示
一
号

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
同
条
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

平
成
五
年
一
〇
月
七
日
環
境
庁
.
厚
生
.
通
商
産
業

省
告
示
一
号

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
地
域
及
び
特
定
有
害
廃

棄
物
等
を
定
め
る
省
令

平
成
五
年
一
〇
月
七
日
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
三

号

O
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
届
出
等
に
関
す
る
省
令

(
平
成
五
年
一
〇
月
七
日
通
商
産
業
省
令
六
一
号
)

○
経
済
協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理

事
会
決
定
に
基
づ
き
我
が
国
が
規
制
を
行
う
こ
と

が
必
要
な
物
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
一
二
月
二
六
日
環
境
省
令
四
一
号
)

○
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び
そ
の
処

分
の
規
制
に
関
す
る
、、パ
ー
セ
ル
条
約

(
平
成
五
年
コ

ー月
六
日
条
約
七
号
)



第
五
節

循
環
型
社
会

1

基
本

○
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法

(
平
成
一
二
年
六
月
二
日
法
律
一
一
〇
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
三
年
四
月
二
六
日
法
律
四
八
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令

(
平
成
三
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
三
二
七
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
財
務
・
厚
生
労
働
.
農
林

水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
.
環
境
省
告
示
一
号

○
パ
ル
プ
製
造
業
及
び
紙
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を

行
う
者
の
ス
ラ
ッ
ジ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
三
号

○
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
及
び
有
機
化
学
工
業

製
品
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
ス
ラ
ッ

ジ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
四
号

○
製
鉄
業
及
び
製
鋼
・
製
鋼
圧
延
業
に
属
す
る
事
業

を
行
う
者
の
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
五
号
)

○
銅
第
一
次
精
錬
・
精
製
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う

者
の
ス
ラ
グ
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判
断
の
基

準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
コ
二
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
六
号
)

○
自
動
車
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
金
属

く
ず
及
び
鋳
物
廃
砂
の
発
生
抑
制
等
に
関
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
七
号
)

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十

二
条
に
規
定
す
る
計
画
に
関
す
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
八
号
)

○
紙
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
古
紙
の
利

用
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定

め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
五
三
号
)

○
ガ
ラ
7
容
器
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の

カ
レ
ッ
卜
の
利
用
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
五
四
号
)

○
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の

利
用
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を

定
め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
建
設
省
令
一
九
号
)



○
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
製
の
管
又
は
管
継
手
の
製
造
業

に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済
硬
質
塩
化
ビ

ニ
ル
製
の
管
又
は
管
継
手
の
利
用
に
関
す
る
判
断

の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
九
号
)

○
複
写
機
の
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
再

生
部
品
の
利
用
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
〇
号
)

○
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
製
造
の
事
業
を
行

う
者
の
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
二
号
)

○
ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
の
製
造
の
事

業
を
行
う
者
の
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に

関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

省
令(

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
三
号
)

○
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使

用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基

準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
四
号
)

○
回
胴
式
遊
技
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用

済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
五
号
)

○
テ
レ
ビ
受
像
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用

済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
六
号
)

○
電
子
レ
ン
ジ
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済

物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
七
号
)

○
衣
類
乾
燥
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済

物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
八
号
)

○
電
気
冷
蔵
庫
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済

物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
六
九
号
)

○
電
気
洗
濯
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済

物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
〇
号
)

○
収
納
家
具
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済
物

品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
一
号
)

○
棚
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済
物
品
等
の

発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き

事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
二
号
)



○
事
務
用
机
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済
物

品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
三
号
)

○
回
転
い
す
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使
用
済
物

品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
四
号
)

○
石
油
ス
ト
ー
ブ
等
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
使

用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基

準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
五
号
)

○
自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
使

用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
判
断
の
基

準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

平
成
コ
二
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
.
国
土
交
通
省

令
四
・
)

○
血
圧
計
等
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
五
年
六
月
三
〇
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
令
一
号
)

○
電
源
装
置
等
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資

源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
五
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
三
四
号
)

○
浴
室
ユ
ニ
″
ト
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生

資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
六
号
)

○
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
製
造
の
事
業
を
行

う
者
の
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め

る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
七
号
)

○
ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
の
製
造
の
事

業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
八
号
)

○
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再

生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
七
九
号
)

○
回
胴
式
遊
技
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生

資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
〇
号
)

○
複
写
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
部
品
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き

事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
一
号
)

○
テ
レ
ビ
受
像
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生

資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な

る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
二
号
)



○
電
子
レ
ン
ジ
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資

源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
三
号
)

○
衣
類
乾
燥
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資

源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
四
号
)

○
電
気
冷
蔵
庫
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資

源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
コ
二
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
五
号
)

○
電
気
洗
濯
機
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資

源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
六
号
)

○
収
納
家
具
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
七
号
)

○
棚
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
八
号
)

○
事
務
用
机
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
八
九
号
)

○
回
転
い
す
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再
生
資
源

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ

き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
九
〇
号

○
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の

再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
九
一
号

○
石
油
ス
ト
し
フ
等
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
の
再

生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と

な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
九
二
号

O
自
動
車
の
製
造
又
は
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
再

生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
・
国
土
交
通
省

令
一
号

○
鋼
製
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
缶
で
あ
っ
て
、
飲

料
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
大
蔵
.

農
林
水
産
・
通
商

産
業
省
令
一
号

○
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製

の
容
器
で

あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た

も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

省
令

(
平
成
五
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
・
農
林
水
産
・
通
商
産

業
省
令
一
号



○
密
閉
形
蓄
電
池
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令

(
平
成
五
年
六
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
三
三
号

○
特
定
容
器
包
装
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
財
務
.
厚
生
労
働
・
農
林

(
水
産
・
経
済
産
業
省
令
二
号

○
塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
の
表
示
の
標
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
九
四
号

○
密
閉
形
蓄
電
池
の
製
造
等
の
事
業
を
行
う
者
及
び

密
閉
形
蓄
電
池
使
用
製
品
の
製
造
等
の
事
業
を
行

う
者
の
使
用
済
密
閉
形
蓄
電
池
の
自
主
回
収
及
び

再
資
源
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
.

環
境
省
令
一
号

○
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
製
造
等
の
事
業
を

行
う
者
の
使
用
済
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

自
主
回
収
及
び
再
資
源
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
・
環
境
省
令
一

号

○
使
用
済
指
定
再
資
源
化
製
品
の
自
主
回
収
及
び
再

資
源
化
の
認
定
に
関
す
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
・

環
境
省
令
二
号

○
電
気
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
石
炭
灰
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
五
七
号

○
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
指
定
副
産
物

に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断

の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

(
平
成
三
年
一
〇
月
二
五
日
建
設
省
令
二
〇
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
財
務
・
厚
生
労
働
・
農
林

水
産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
.
環
境
省
令
一
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
別
表
第
二
の
四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
複
写

機
に
関
す
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
〇
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
別
表
第
三
の
十
五
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
石

油
ス
ト
ー
ブ
に
関
す
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
一
号

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
特
定

容
器
包
装
に
関
す
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
財
務
.
厚
生
労
働
.
農
林

水
産
・
経
済
産
業
省
令
一
号



○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
中
欄
第
一
号
に
規
定
す

る
特
定
容
器
包
装
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
五
二
号
)

2

容
器
包
装

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律

(
平
成
七
年
六
月
一
六
日
法
律
一
一
二
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(
平
成
七
年
一
二
月
一
四
日
政
令
四
一
一
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

平
成
七
年
コ

ー月
一
四
日
大
蔵
.
厚
生
・

農
林
水
産
・
通
商
産
業
省
令
一
号

○
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令

(
平
成
七
年

こ
一
月
一
四
日
厚
生
省
令
六
一
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
項
第
一
号
に
規

定
す
る
委
託
の
範
囲
を
定
め
る
省
令

平
成
七
年
一
二
月
一
四
日
厚
生
.
通
商
産
業
省
令
一

号

○
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
特
定
分
別
基
準

適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
省
令

(
平
成
八
年

コ

ー月
二
七
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
令
一

号



○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

く
市
町
村
長
の
申
出
に
関
す
る
省
令

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
令
二

号

○
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
及
び
分
別
基
準
適

合
物
の
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
基
本
方
針

平
成
八
年
三
月
二
五
日
環
境
庁
・
大
蔵
・
厚
生
・
農

林
水
産
・
通
商
産
業
省
告
示
一
号

○
平
成
十
二
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別

基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画

平
成
一
一
年
七
月
二
八
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
.
通
商
産
業
省
告
示
九
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
再
商
品
化
業

務
を
行
う
者
の
指
定
を
し
た
件

平
成
八
年
一
〇
月
E
一
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
二
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
基

づ
く
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て

の
各
年
度
の
特
定
分
別
基
準
適
合
物
ご
と
の
総
量

平
成
一
一
年
コ

ー月
一
六
日
厚
生
省
告
示
二
四
四
号

等
○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
比
率

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
三
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
比
率

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
四
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
率

平
成
八
年
コ

ー月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
五
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ニ

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
量

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
六
号

○
特
定
事
業
者
責
任
比
率

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
七
号

○
再
商
品
化
義
務
総
量

平
成
八
年
コ

ー月
二
七
日
大
蔵
・
厚
生
・
農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
八
号

○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ニ

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
量

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
告

示
三
号



○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に

規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
量

平
成
一
一
年
コ

ー月
一
六
日
大
蔵
・
厚
生
.

農
林

水
産
・
通
商
産
業
省
告
示
一
九
号

○
特
定
容
器
利
用
事
業
者
が
回
収
す
る
特
定
容
器
の

量
の
算
定
方
法

平
成
九
年
三
月
一
三
日
大
蔵
・
厚
生
.

農
林
水

産
・
通
商
産
業
省
告
示
二
号

○
特
定
容
器
利
用
事
業
者
に
係
る
容
器
包
装
廃
棄
物

と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
特
定
容
器
の
量
の
算
定
方

法

平
成
九
年
三
月
一
三
日
大
蔵
.
厚
生
・
農
林
水

産
.
通
商
産
業
省
告
示
三
号

○
特
定
包
装
利
用
事
業
者
が
回
収
す
る
特
定
包
装
の

量
の
算
定
方
法

平
成
一
一
年
コ
一
月
一
六
日
大
蔵
.
厚
生
.
農

林
水
産
・
通
商
産
業
省
告
示
一
七
号

○
特
定
包
装
利
用
事
業
者
に
係
る
容
器
包
装
廃
棄
物

と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
特
定
包
装
の
量
の
算
定
方

法

平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
大
蔵
・
厚
生
.

農

林
水
産
・
通
商
産
業
省
告
示
一
八
号

○
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
が
回
収
す
る
特
定
容
器

の
量
の
算
定
方
法

平
成
九
年
三
月
一
三
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
告
示

一
号

○
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
に
係
る
容
器
包
装
廃
棄

物
と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
特
定
容
器
の
量
の
算
定

方
法

平
成
九
年
三
月
一
三
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
告
示

ニ
号

・
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て

平
成
八
年
四
月
一
八
日
衛
環
一
六
七
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

・
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
の
運
用
に
伴
う
留
意
事
項
に

つ
い
て

平
成
八
年
四
月
一
八
日
衛
環
一
六
八
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
容
器
包
装
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て

平
成
一
一
年
五
月
一
一
日
リ
サ
推
コ

ー号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
リ
サ

イ
ク
ル
推
進
室
長
通
知

・
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
費
国
庫
補
助
金
の
交
付
事

務
の
簡
素
化
に
つ
い
て

平
成
八
年
五
月
一
〇
日
衛
環
一
七
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
市
町
村
分
別
収
集

計
画
及
び
都
道
府
県
分
別
収
集
促
進
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

平
成
八
年
六
月
一
一
日
衛
環
一
九
五
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知



・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
二
条
第
五
号
及
び
第
二
条
の
三
第
三
号
の
規

定
に
基
づ
く
厚
生
大
臣
の
指
定
に
つ
い
て

平
成
八
年
六
月
二
六
日
衛
環
二
〇
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知
.
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
等
に
つ

い
て

平
成
九
年
一
月
二
二
日
衛
環
一
七
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
等
に

つ
い
て

平
成
一
一
年
七
月
八
日
リ
サ
推
一
五
号

(
厚
生
省
水
道
環
境
部
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
室
長
通
知

・
容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
な
い
特
定
容

器
の
量
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

.平
成
九
年
三
月
一
三
日
衛
環
七
七
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
「
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
に
基
づ
く
自
主

回
収
の
認
定
の
留
意
事
項
」
及
び「
特
定
事
業
者
に

よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
と
し
て
排
出
さ
れ
る
見
込

量
の
算
定
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て

平
成
九
年
四
月
一
六
日
衛
環
一
六
一
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知

・
容
器
包
装
に
係
る
再
商
品
化
施
設
の
設
置
の
許
可

手
続
の
円
滑
化
に
つ
い
て

平
成
一
一
年
九
月
一
七
日
衛
環
七
六
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
環
境
整
備
課
長
通

知



3

家
庭
用
機
器

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法

(
平
成
一
〇
年
六
月
五
日
法
律
九
七
号

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令

(
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
七
日
政
令
三
七
八
号

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則

平
成
一
二
年
二
月
一
八
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
令
一

号

○
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び

に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針

平
成
一
一
年
六
月
二
三
日
環
境
庁
・
厚
生
・
通
商
産

業
省
告
示
一
号

○
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
確
保
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準

平
成
一
二
年
一
〇
月
三
〇
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
告

示

五
号

・
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
の
施
行
に
つ
い
て

平
成
一
一
年
七
月

ー
日
生
衛
発
九
八
三
号

厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知

4

建
設
資
材

○
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る

法
律

(
平
成

ー
二
年
五
月
三
一
日
法
律
一
〇
四
号

○
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令

(
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
政
令
四
九
五
号

○
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
及
び
特
定
建

設
資
材
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
の
促
進
等
に
関
す

る
基
本
方
針

平
成
一
三
年
一
月
一
七
日
農
林
水
産
.
経
済
産
業
・

国
土
交
通
・
環
境
省
告
示
一
号



5

食
品

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律

(
平
成
一
二
年
六
月
七
日
法
律
一
一
六
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令(

平
成
一
三
年
四
月
二
五
日
政
令
一
七
六
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
六
項
の
方
法
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
五
月
一
日
農
林
水
産
.
環
境
省
令
二
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
の
登
録

に
関
す
る
省
令

平
成
一
三
年
五
月
一
日
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・
環

境
省
令
一
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
再
生
利
用
事
業
計
画
の
認
定
に
関

す
る
省
令

平
成
コ
二
年
五
月
一
日
財
務
.
厚
生
労
働
.
農
林
水

産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
・
環
境
省
令
二
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
省
令

平
成
一
三
年
五
月
一
日
財
務
・
厚
生
労
働
・
農
林
水

産
・
経
済
産
業
・
国
土
交
通
.
環
境
省
令
三
号

○
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検

査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
省
令

(
平
成
一
三
年
五
月
一
日
農
林
水
産
・
経
済
産
業
.
環

境
省
令
二
号
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そ
の
他

○
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律

(
平
成
一
二
年
五
月
三
一
日
法
律
一
〇
〇
号
一

〇
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

(
平
成

ー
三
年
三
月
九
日
環
境
省
告
示

ー
一
号
一

〇
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令

(
平
成

ー
二
年
一
二
月
二
七
日
政
令
五
五
六
号
一
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